
 

 

 

 

 

9 月は「交通事故ゼロ！強化月間」です 
 伊勢崎市では９月 1 日から３０日 までを「交通事故ゼロ！強化月間」と

します。南小の周りには比較的交通量の多い細い道路が多くあります。常日

頃から学校では、「飛び出しをしない」「自転車の乗り方に気を付ける」等、

交通事故防止に関する指導をしています。 

 群馬県の中高生１万人当たりの自転車事故発生件数を見ると、高校生が

７年連続で全国ワースト１位、中学生も７年連続で全国ワースト上位にあり、中高生の自転車

事故発生件数は、非常に深刻な状況にあります。この理由には、本県では通学時に自転車を使

う中高生が多いことや、1 人当たりの自家用車数が全国 1 位というように交通手段として自家

用車の利用が非常に盛んであることなどが考えられます。南小の児童も数年後は中高生になる

事を考えると、小学生のうちから自転車の乗り方を含めた交通安全の取組を進める事はとても

意義のあることです。 

今回の市の「交通事故ゼロ！強化月間」にあわせて、今回の学校だよりでは交通事故を防ぐ

ポイントとして大切な事を以下に示します。 

交通事故を防ぐポイント 

 交通事故を防ぐポイントとして６点あげましたが、発達段階に応じて子どもたちに育ててい

かなければならないのが④に関係する危険予知能力です。危険な所やそこで起こりうることを

考えながら、行動することが大切になってきます。 

ご存じですか？ 
群馬県では令和３年４月より自転車保険の加入が義務化になっています。

これは自転車に乗っていて加害事故が起きたときに、場合によっては高額な

賠償金が生じるケースがあるためです。実際に伊勢崎市でも、自転車乗車中

の小中学生に賠償責任が発生する事案が何件も発生しています。誰もが手軽

に利用することができる自転車だからこそ、万が一の場合に備えて安心して

利用できるように、自転車保険の加入が義務化になっています。各御家庭で

も加入の確認をお願いします。 
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①交通ルールを遵守する。 

②交差点・Ｔ字路では必ず左右を確認する。 

③道路の横断は横断歩道または信号のある交差点で行う。そして自分の目で安全確認をする。 

④「大丈夫だろう」ではなく、「危険があるかもしれない」と予測する。 

⑤駐車場から出てくる車、入る車に注意する。 

⑥時間にゆとりを持って行動する。 

⑦小学３年生以下の自転車乗車に関するルールを確認する。 

（南小では３年生以下は、自宅や公園など道路以外が自転車の乗ってよい範囲です。また、保

護者が一緒の時は、乗ってよい範囲は決められていません。） 

 

 

 
 

 



 


